
令和４年度　保育料

保育料（利用者負担額）

保育標準／短時間認定（２・３号） 　　　 (単位：円)

1

2

3 48,600円未満

4a 72,800円未満

(77,101円未満)

97,000円未満

5a 133,000円未満

5b 169,000円未満

6a 235,000円未満

6b 301,000円未満

7 397,000円未満

8 397,000円以上

教育標準時間認定（１号） 単位：円

　 ※（　）書きは、ひとり親家庭世帯・在宅障害児（者）の
　　いる世帯などの額。

　　　

市町村民税所得割課税額について
　　　算定の基礎となる市町村民税所得割課税額は、調整控除を除く税額控除（住宅ローン控除等）適用前の税額です。
　　　父母合算の税額で算定します。
　　　※世帯の状況により、祖父母の市町村民税所得割課税額を含む場合があります。（父母が非課税の場合、同居の
　　　　祖父母の税額で算定することがあります。また、祖父母が父母または入園児童を税法上の扶養にとっている場合は、
　　　　扶養義務者とみなされるため別居していても保育料等の算定に含める場合があります。）

年齢区分について
　　　3歳～5歳児：平成28年4月2日～平成31年4月1日に生まれた子ども
　　　0歳～2歳児：平成31年4月2日以降に生まれた子ども

　（年度途中で満3歳になった場合も、0歳～2歳児区分での算定となります。）

保育料・副食費の算定切り替え時期について
　　　令和4年4月から8月分（前期分）は令和3年度(令和2年中)の市町村民税所得割課税額で算定します。
　　　令和4年9月から3月分（後期分）は令和4年度(令和3年中)の市町村民税所得割課税額で算定します。
　　　※3号認定から2号認定に切り替えとなった場合でも、令和4年度中は0歳～2歳児区分の金額となります。

保育料の軽減措置について(2・3号)

  　多子軽減①（令和4年4月より軽減拡充）
　　　階層区分にかかわらず、18歳に到達する日以降最初の3月31日までの最年長の子どもを第1子として、第2子は半額、　
　　　第3子以降は0円となります。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　

  　多子軽減②
　　　ひとり親家庭世帯・在宅障害児(者)のいる世帯などのうち、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯は、
　　　きょうだいの年齢制限無しで第2子以降は0円となります。
　　　その他の世帯については、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯が、きょうだいの年齢制限無しで
　　　第2子以降は0円となります。
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階層区分

保育料（月額）

0歳～2歳児 3歳～5歳児

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

0 

38,500 0 0 

5 211,201円以上 0 　　　※制度改正等により保育料等が変更となる場合もあります。

      　　　　(お問い合わせ)　津幡町役場健康福祉部子育て支援課　Tel. 076-288-6726

2 市町村民税非課税  変更に伴う申請のあった翌月から保育料等に反映します。

3 市
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税

額

77,100円以下  必ずお知らせください。

4 211,200円以下 0  さかのぼっての変更算定は、行いません。
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